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主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

米
穀
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
の
措
置

第
二
章

米
穀
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
の
措
置

第
一
節

基
本
指
針
（
第
四
条
）

第
一
節

基
本
指
針
（
第
四
条
）

第
二
節

適
正
か
つ
円
滑
な
流
通
の
確
保
に
関
す
る
措
置

第
二
節

適
正
か
つ
円
滑
な
流
通
の
確
保
に
関
す
る
措
置

第
一
款

生
産
調
整
方
針
（
第
五
条
―
第
七
条
）

第
一
款

生
産
調
整
方
針
（
第
五
条
―
第
七
条
）

第
一
款
の
二

米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
の
遵
守
事
項
（
第
七

条
の
二
・
第
七
条
の
三
）

第
二
款

米
穀
安
定
供
給
確
保
支
援
機
構
（
第
八
条
―
第
十
七
条
）

第
二
款

米
穀
安
定
供
給
確
保
支
援
機
構
（
第
八
条
―
第
十
七
条
）

第
三
款

米
穀
価
格
形
成
セ
ン
タ
ー
（
第
十
八
条
―
第
二
十
八
条
）

第
三
款

米
穀
価
格
形
成
セ
ン
タ
ー
（
第
十
八
条
―
第
二
十
八
条
）

第
三
節

政
府
の
買
入
れ
及
び
売
渡
し
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
三
条
）

第
三
節

政
府
の
買
入
れ
及
び
売
渡
し
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
三
条
）

第
四
節

政
府
以
外
の
者
の
行
う
輸
入
及
び
輸
出
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
六
条

第
四
節

政
府
以
外
の
者
の
行
う
輸
入
及
び
輸
出
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
六
条

）

）

第
五
節

緊
急
時
の
措
置
（
第
三
十
七
条
―
第
四
十
条
）

第
五
節

緊
急
時
の
措
置
（
第
三
十
七
条
―
第
四
十
条
）

第
三
章

麦
そ
の
他
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
の
措
置
（
第

第
三
章

麦
そ
の
他
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
の
措
置
（
第

四
十
一
条
―
第
四
十
六
条
）

四
十
一
条
―
第
四
十
六
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
四
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
四
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
五
十
五
条
―
第
六
十
二
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
五
十
五
条
―
第
六
十
二
条
）
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附
則

附
則

第
一
款
の
二

米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
の
遵
守
事
項

（
遵
守
事
項
）

第
七
条
の
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
米
穀
の
適
正
か
つ
円
滑
な
流
通
を
確
保
す
る
た
め

、
農
林
水
産
省
令
で
、
米
穀
の
用
途
別
の
管
理
の
方
法
そ
の
他
の
米
穀
の
出
荷
又
は

販
売
の
事
業
を
行
う
者
が
そ
の
業
務
の
方
法
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
勧
告
及
び
命
令
）

第
七
条
の
三

農
林
水
産
大
臣
は
、
米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
が
前
条

の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者

に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
業
務
の
方
法
を
改
善
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が

な
く
て
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
の
届
出
）

（
米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
の
届
出
）

第
四
十
七
条

米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
（
そ
の
事
業
の
規
模
が
農
林
水
産
省
令

第
四
十
七
条

米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
（
そ
の
事
業
の
規
模
が
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
規
模
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
第
五
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行

で
定
め
る
規
模
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
第
五
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行

お
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
次

お
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
掲
げ
る
事
項
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所

一

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
住
所

二

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

四

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
）

（
権
限
の
委
任
）

第
五
十
三
条

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部

は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

（
略
）

第
五
十
三
条

（
略
）

３

（
略
）

２

（
略
）

第
五
十
六
条

第
七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し

第
五
十
六
条

第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲

た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
七
条

第
二
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十

第
五
十
七
条

第
二
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
八
条

第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出

を
し
て
米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
を
行
っ
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

第
五
十
八
条

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

第
五
十
九
条

第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
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報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、

報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た

若
し
く
は
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
六

者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
九
条

第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出

を
し
て
米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
を
行
っ
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

第
六
十
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従

第
六
十
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従

業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反
行

業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
五
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
違
反

為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
に
定

行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、

め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

一

第
五
十
六
条
（
第
七
条
の
三
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

一
億
円
以
下

の
罰
金
刑

二

第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
（
第
七
条
の
三
第
二
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

又
は
前
三
条

各
本
条
の
罰
金
刑

第
六
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に

第
六
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処

処
す
る
。

す
る
。

一

第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
又
は
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規

一

第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
又
は
第
四
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

二

第
四
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
帳
簿
を
備
え
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若

二

第
四
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
帳
簿
を
備
え
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若

し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
っ
た
者

し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
っ
た
者




